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告 示
栃木県告示第73号
　栃木県文化財保護条例（昭和38年栃木県条例第20号）第32条第１項の規定により、次の表に掲げる栃木県指
定天然記念物の指定を解除したので、同条第３項において準用する同条例第４条第４項の規定により告示す
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整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 121 号 真岡市清水2262から
真岡市清水2280まで

令和８（2026）年
２月６日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第79号
　河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により
次のとおり公示する。
　関係図面は、栃木県県土整備部河川課に備え置いて縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　河川の名称
利根川水系一級河川永野川

２　廃川敷地等が生じた年月日
令和８（2026）年２月６日

３　廃川敷地等の位置
栃木市大久保町字岡ノ内341番３地先から
栃木市大久保町字岡ノ内347番４地先まで

４　廃川敷地等の種類及び数量
土地　49.25㎡

（河川課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第80号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第51号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第81号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第685号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第82号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第118号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

大田原市黒羽
田町7407

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第83号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第119号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第84号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第267号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第85号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第53号）により指定した土砂災害特別警戒
区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第86号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第686号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第87号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第120号）により指定した土砂災害特別警
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栃木県告示第80号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第51号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第81号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第685号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第82号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第118号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

大田原市黒羽
田町7407

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第83号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第119号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第84号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第267号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第85号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第53号）により指定した土砂災害特別警戒
区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第86号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第686号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第87号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第120号）により指定した土砂災害特別警



（75）栃 木 県 公 報 第678号令和８（2026）年２月６日　金曜日

栃木県告示第80号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第51号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第81号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第685号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第82号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第118号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

大田原市黒羽
田町7407

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第83号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第119号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第84号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第267号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第85号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第53号）により指定した土砂災害特別警戒
区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第86号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第686号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第87号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第120号）により指定した土砂災害特別警



（76） 栃 木 県 公 報 第678号令和８（2026）年２月６日　金曜日

栃木県告示第80号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第51号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第81号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第685号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83026

略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第82号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第118号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

大田原市北野
上7406

略 略

大田原市黒羽
田町7407

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第83号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第119号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須町大字大
島7506

略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

土石流

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第84号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第267号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

略 　 　

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第85号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成18年栃木県告示第53号）により指定した土砂災害特別警戒
区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須烏山市表
402-Ⅰ-010

略 略 略

那須烏山市表
402-Ⅰ-011

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第86号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第686号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那珂川町大山
田上郷Ⅰ
83025

略 略 略

那珂川町谷川
Ⅰ83027

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第87号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第120号）により指定した土砂災害特別警
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戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第88号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第121号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第89号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第271号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第90号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

大田原市黒羽田町7407 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第91号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第92号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第93号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須町寄居7507 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第94号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那珂川町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那珂川町谷川Ⅰ83027 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第95号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第96号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第97号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

（砂防水資源課）　
　───────────────────────────────────────────────
 栃木県告示第98号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第45条第２項の規定により真岡市中郷・萩田土地区画整理組合の
事業の完成による解散を認可したので、同条第５項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市政策課）　

　───────────────────────────────────────────────
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戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第88号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第121号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第89号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第271号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第90号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

大田原市黒羽田町7407 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第91号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第92号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第93号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須町寄居7507 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第94号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那珂川町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那珂川町谷川Ⅰ83027 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第95号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第96号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第97号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

（砂防水資源課）　
　───────────────────────────────────────────────
 栃木県告示第98号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第45条第２項の規定により真岡市中郷・萩田土地区画整理組合の
事業の完成による解散を認可したので、同条第５項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市政策課）　

　───────────────────────────────────────────────
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戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第88号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第121号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第89号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第271号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第90号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

大田原市黒羽田町7407 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第91号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第92号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第93号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須町寄居7507 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第94号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那珂川町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那珂川町谷川Ⅰ83027 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第95号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第96号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第97号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

（砂防水資源課）　
　───────────────────────────────────────────────
 栃木県告示第98号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第45条第２項の規定により真岡市中郷・萩田土地区画整理組合の
事業の完成による解散を認可したので、同条第５項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市政策課）　

　───────────────────────────────────────────────
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公 告
　　　○令和８（2026）年度栃木県立産業技術専門校訓練生の募集

戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

大田原市北野
上7406

略 略 略

大田原市黒羽
田町7408

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第88号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成21年栃木県告示第121号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須町大字大
島7506

略 略 略

那須町大字寄
居7507

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

土石流 別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第89号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（令和元年栃木県告示第271号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

略 　 　 　

区域の名称
指 定 の
区 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略 　 　 　

那須塩原市上
塩原410-Ⅲ-
1004

略 略 略

那須塩原市上
塩原410-Ⅰ-
004

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（ 図
面省略）

略 　 　 　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第90号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

大田原市黒羽田町7407 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第91号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第92号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第93号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那須町寄居7507 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第94号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那珂川町役場において縦覧
に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因となる
自 然 現 象 の 種 類

那珂川町谷川Ⅰ83027 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第95号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び大田原市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

大田原市黒羽田町7408 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第96号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県大田原土木事務所及び那須塩原市役所において
縦覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須塩原市上塩原410-Ⅰ-004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第97号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県烏山土木事務所及び那須烏山市役所において縦
覧に供する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区　 域　 の　 名　 称 指　定　の　区　域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

那須烏山市表402-Ⅰ-011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

（砂防水資源課）　
　───────────────────────────────────────────────
 栃木県告示第98号
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第45条第２項の規定により真岡市中郷・萩田土地区画整理組合の
事業の完成による解散を認可したので、同条第５項の規定により公告する。
　　令和８（2026）年２月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市政策課）　

　───────────────────────────────────────────────


